
○大府市における愛知県開発審査会基準第１１号第２項

の指定集積業種に関する事務取扱要領 
 

（目的） 

第１条 この要領は、愛知県開発審査会基準第１１号第２項の規定により、大府市長が定

める指定集積業種（以下次条において「指定集積業種」という。）について、必要な事

項を定めることを目的とする。 

 （指定集積業種） 

第２条 指定集積業種は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性

化に関する法律（平成１９年法律第４０号）に基づく東尾張地域の基本計画の集積業種

として指定する業種のうち、別表のとおりとする。 

（委任） 

第３条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要領は、平成２１年２月２４日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２３年４月１５日から施行する。 

附 則 

 この要領は、平成２５年５月１０日から施行する。



別表（第２条関係） 

産業名 日本標準産業分類上の業種名 

機械・金属関連産業 １１ 繊維工業 

１６ 化学工業（１６１化学肥料製造業、１６２４塩製造業、 

１６５医薬品製造業、１６６化粧品・歯磨・その他の化 

粧用調整品製造業を除く） 

１８ プラスチック製品製造業 

１９ ゴム製品製造業 

２２ 鉄鋼業 

２３ 非鉄金属製造業 

２４ 金属製品製造業 

２５ はん用機械器具製造業 

２６ 生産用機械器具製造業 

２７ 業務用機械器具製造業 

２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

２９ 電気機械器具製造業 

３０ 情報通信機械器具製造業 

３２３１ 時計・同部分品製造業 

 

輸送機械関連産業 １１ 繊維工業 

１６ 化学工業（１６１化学肥料製造業、１６２４塩製造業、

１６５医薬品製造業、１６６化粧品・歯磨・その他の化

粧用調整品製造業を除く） 

１８ プラスチック製品製造業 

１９ ゴム製品製造業 

２１ 窯業・土石製品製造業 

２２ 鉄鋼業 

２３ 非鉄金属製造業 

２４ 金属製品製造業 

２５ はん用機械器具製造業 

２６ 生産用機械器具製造業 

２７ 業務用機械器具製造業（２７４医療用機械器具･医療用品

製造業を除く） 

２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

２９ 電気機械器具製造業（２９６２医療用電子応用装置製造 

業、２９７３医療用計測器製造業を除く） 

３０ 情報通信機械器具製造業 

３１ 輸送用機械器具製造業 

３２３１ 時計・同部分品製造業 

 



産業名 日本標準産業分類上の業種名 

健康長寿関連産業 ９ 食料品製造業 

１０ 飲料・たばこ・飼料製造業（１０５たばこ製造業を除く） 

１１ 繊維工業 

１２ 木材・木製品製造業 

１３ 家具・装備品製造業 

１４ パルプ・紙・紙加工品製造業 

１６ 化学工業（１６１化学肥料製造業を除く） 

１８ プラスチック製品製造業 

１９ ゴム製品製造業 

２１ 窯業・土石製品製造業 

２３ 非鉄金属製造業 

２４ 金属製品製造業 

２７ 業務用機械器具製造業 

２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

２９ 電気機械器具製造業 

３０ 情報通信機械器具製造業 

３１ 輸送用機械器具製造業 

３２３１ 時計・同部分品製造業 

３２９７ 眼鏡製造業 

新エネルギー関連産業 １１ 繊維工業 

１６ 化学工業（１６１化学肥料製造業、１６２４塩製造業、

１６５医薬品製造業、１６６化粧品・歯磨・その他の化

粧用調整品製造業を除く） 

２１ 窯業・土石製品製造業 

２２ 鉄鋼業 

２４ 金属製品製造業 

２５ はん用機械器具製造業 

２６ 生産用機械器具製造業 

２７ 業務用機械器具製造業（２７４医療用機械器具・医療用

品製造業を除く） 

２８ 電子部品・デバイス・電子回路製造業 

２９ 電気機械器具製造業（２９６１Ⅹ線装置製造業、２９６

２医療用電子応用装置製造業、２９７３医療用計測器製

造業を除く） 

３０ 情報通信機械器具製造業 

３１ 輸送用機械器具製造業 

３２３１ 時計・同部分品製造業 

 

 


